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事
業
者
の
方
は
、
毎
年
１
月
１

日
現
在
に
お
け
る
事
業
用
の
構
築

物
・
機
械
な
ど
の
償
却
資
産
に
つ

い
て
、
そ
の
償
却
資
産
の
所
在
地

の
市
町
村
長
に
申
告
す
る
必
要
が

あ
り
ま
す
。

　

工
場
や
商
店
な
ど
を
経
営
し
て

事
業
者
の
皆
さ
ん

償
却
資
産
の
申
告
は

１
月
31
日
㈭
ま
で
に

　

平
成
24
年
中
に
建
物
を
取
り
壊

さ
れ
た
方
は
、
税
務
課
へ
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

こ
の
届
け
出
を
さ
れ
な
い
場
合

は
、
来
年
度
も
固
定
資
産
税
が
課

税
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
忘
れ
ず
に
手
続
き
を
お
願
い

し
ま
す
。

　

な
お
、
届
け
出
に
基
づ
い
て
、

現
地
を
確
認
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
の
で
、
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

連
絡
い
た
だ
く
内
容

◦
納
税
者
の
住
所
、
氏
名

◦
建
物
の
所
在
地

取
り
壊
し
た
建
物
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

広告

　

ひ
き
こ
も
り
の
お
子
さ
ん
を
支

え
て
い
る
ご
家
族
の
気
持
ち
が
楽

に
な
る
よ
う
に
専
門
家
が
サ
ポ
ー

ト
し
ま
す
。
秘
密
は
守
り
ま
す
の

で
、安
心
し
て
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

※
要
予
約

と
き　

１
月
24
日
㈭

　

午
後
２
時
～
３
時
30
分

と
こ
ろ　

県
中
部
厚
生
セ
ン
タ
ー

助
言
者　

臨
床
心
理
士

▼
問
合
せ
先

　

県
中
部
厚
生
セ
ン
タ
ー

　

地
域
保
健
班

　
（
☎
４
７
２
‐
０
６
３
７
）

ひ
き
こ
も
り
等

家
族
相
談
会

確
定
申
告
な
ど
に
つ
い
て

　

所
得
税
お
よ
び
市
・
県
民
税
の

申
告
が
始
ま
り
ま
す
。
市
で
は
、

税
務
申
告
相
談
を
次
の
と
お
り
受

け
付
け
ま
す
。

申
告
期
間

　

２
月
18
日
㈪
～
３
月
15
日
㈮

※
土
曜
・
日
曜
日
は
休
み

受
付
時
間　

午
前
９
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
４
時

受
付
会
場

　

市
民
会
館
３
階
大
会
議
室

　
（�

昨
年
の
２
階
中
会
議
室
か
ら

変
更
に
な
り
ま
し
た
。）

※
例
年
大
変
混
雑
し
ま
す
の
で
、

　

郵
送
申
告
や
電
子
申
告
（
ｅ
‐

　

Ｔ
ａ
ｘ
）を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

詳
細
は
下
段
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

市
で
受
け
付
け
る
申
告

◦
市
・
県
民
税
申
告

◦
所
得
税
の
確
定
申
告
の
う
ち　

　

・
給
与
や
年
金
所
得
の
申
告

　

・
医
療
費
控
除
の
申
告

　

・
農
業
所
得
の
申
告　

な
ど

※
青
色
申
告
、
損
失
申
告
、
分
離

　

課
税
所
得
（
収
用
以
外
）
の
申

　

告
や
、
初
め
て

　

所
得
税
の
住
宅

　

ロ
ー
ン
控
除
を

　

申
告
さ
れ
る
場

　

合
は
、
魚
津
税

◆
税
務
署
の
確
定
申
告
相
談
会
場

◦
税
務
署
会
場
（
魚
津
税
務
署

　

５
階
（
魚
津
合
同
庁
舎
））

開
設
期
間　

　

２
月
１
日
㈮
～
３
月
15
日
㈮

※
土
日
・
祝
日
は
除
く

※
た
だ
し
、富
山
税
務
署
会
場（
富

山
駅
前
Ｃ
ｉ
Ｃ
５
階
い
き
い
き

Ｋ
Ａ
Ｎ
多
目
的
ホ
ー
ル
）
で

は
、
２
月
24
日
と
３
月
３
日
に

限
り
、日
曜
日
も
開
設
し
ま
す
。

受
付
時
間

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時

※
期
間
中
、
駐
車
場
が
混
雑
し
ま

　

す
の
で
、
公
共
交
通
機
関
を
ご

　

利
用
く
だ
さ
い
。

◦
還
付
申
告
会
場
（
市
民
交
流

　

プ
ラ
ザ
３
階
多
目
的
ホ
ー
ル
）

開
設
期
間

　

１
月
31
日
㈭
・
２
月
１
日
㈮

受
付
時
間　

午
前
10
時
～
正
午
、

　

午
後
１
時
～
３
時
30
分

◆
申
告
書
の
作
成
は
国
税
庁
ホ
ー

　

ム
ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等

　

作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
!!

　

画
面
の
案
内
に
従
っ
て
金
額
な

ど
を
入
力
す
る
と
、
税
額
な
ど
が

自
動
計
算
さ
れ
、
所
得
税
や
消
費

税
の
申
告
書
や
青
色
申
告
決
算
書

魚
津
税
務
署
か
ら
の
お
知
ら
せ

税
務
申
告
相
談

な
ど
を
作
成
で
き
ま
す
。
作
成
し

た
デ
ー
タ
は
、「
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
（
国

税
電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム
）」

を
利
用
し
て
提
出
で
き
る
ほ
か
、

印
刷
し
て
書
面
で
提
出
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
で
申
告
す
る
と
…

①
最
高
３
０
０
０
円
の
税
額
控
除

②
添
付
書
類
の
提
出
省
略

③
還
付
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー

※
詳
細
は
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

(http://w
w
w.nta.go.jp)

を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

◆
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る

　

方
へ

　

公
的
年
金
な
ど
の
収
入
金
額
の

合
計
額
が
４
０
０
万
円
以
下
で
、

か
つ
、
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑

所
得
以
外
の
所
得
金
額
が
20
万
円

以
下
の
場
合
は
、
所
得
税
の
確
定

申
告
を
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
次
に
該
当
す
る
方
は
、

市
・
県
民
税
の
申
告
を
行
う
必
要

が
あ
り
ま
す
。

・「
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票
」

　

に
記
載
さ
れ
て
い
る
控
除
以
外

　

の
各
種
控
除
（
医
療
費
控
除
、

　

生
命
保
険
料
控
除
な
ど
）
の
適

　

用
を
受
け
る
方

・
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
雑
所
得

　

以
外
に
20
万
円
以
下
の
所
得
が

　

あ
る
方

▼
問
合
せ
先

　

魚
津
税
務
署

　
（
☎
０
７
６
５
‐
24
‐
１
３
７
０
）

　

務
署
で
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

　

税
務
課
市
民
税
担
当

　
（
内
線
２
３
３・２
３
４・２
３
７
）

給
油
中
は
絶
対
に
そ
の
場

か
ら
離
れ
な
い
よ
う
に
！

　

寒
い
季
節
に
入
り
、
暖
房
の
た

め
灯
油
な
ど
を
使
用
す
る
機
会
が

多
く
な
り
ま
す
が
、
誤
っ
て
灯
油

な
ど
が
川
や
海
に
流
れ
込
む
と
魚

な
ど
の
生
き
物
が
死
滅
し
た
り
、

環
境
に
大
変
な
悪
影
響
を
与
え
ま

す
。

　

家
庭
用
灯
油
タ
ン
ク
か
ら
給
油

を
す
る
場
合
は
絶
対
に
そ
の
場
を

離
れ
な
い
よ
う
に
し
、

給
油
後
は
元
栓
を

し
っ
か
り
締
め

ま
し
ょ
う
。

▼�

問
合
せ
先

　

生
活
環
境
課
（
内
線
３
３
１
）

と
き

　

❶
２
月
９
日
㈯
❷
２
月
17
日
㈰

　
い
ず
れ
も
午
前
10
時
～
午
後
３
時

と
こ
ろ

　

❶
あ
り
そ
ド
ー
ム

　
　

研
修
室
（
魚
津
市
）

　

❷
富
山
市
民
プ
ラ
ザ
３
階

　
　

Ａ
Ｖ
ス
タ
ジ
オ
お
よ
び
マ
ル

　
　

チ
ス
タ
ジ
オ
（
富
山
市
）

▼
問
合
せ
先　

　

富
山
県
司
法
書
士
会

　
（
☎
４
３
１
‐
９
３
３
２
）

「
相
続
登
記
・
遺
言
・
後
見
」

無
料
相
談
会

　

障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て

い
な
く
て
も
、
要
介
護
認
定
を
受

け
て
い
る
方
な
ど
で
次
の
要
件
に

該
当
さ
れ
る
方
は
、
税
法
上
の
障

が
い
者
控
除
の
対
象
と
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

❶
６
カ
月
以
上
寝
た
き
り
の
方

❷
65
歳
以
上
で
障
が
い
者
に
準
じ

　

る
方

※
最
高
５
年
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て

　

税
金
の
還
付
を
受
け
る
こ
と
が

　

で
き
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

　

福
祉
介
護
課
高
齢
福
祉
担
当

　
（
内
線
７
６
２
）

障
が
い
者
控
除
対
象
者

認
定
書
の
交
付
に
つ
い
て

コミュニティ助成事業で資機材を整備しました
　赤浜町内会自主防災会は、㈶自治総合センターの
宝くじ普及広報事業の助成を受け、防災資機材を整
備しました。

＜整備した資機材＞
●消防ポンプ一式

災害情報配信サービス
　気象情報などの防災関連情報や市内で発生した火
災情報を24時間、メールでお届けします！
市のホームページ、もしくは右のＱ
Ｒコードからモバイルページ（携帯
版ホームページ）にアクセスして、
配信登録をしてください。
問合せ先　総務課（内線２１２）

い
る
方
や
駐
車
場
・
ア
パ
ー
ト
な

ど
を
貸
し
て
い
る
方
、
農
業
を
営

ん
で
い
る
方
な
ど
、
す
べ
て
の
事

業
者
が
対
象
と
な
り
ま
す
の
で
、

平
成
25
年
１
月
１
日
現
在
に
お
け

る
償
却
資
産
に
つ
い
て
、
１
月
31

日
㈭
ま
で
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

平
成
24
年
中
に
新
規
に
事
業
を

始
め
ら
れ
た
方
な
ど
申
告
書
と
申

告
の
手
引
き
が
必
要
な
方
は
、
ご

連
絡
く
だ
さ
い
。ま
た
、市
の
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
上
に
も
掲
載
し
て
い
ま

す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ

ク
ス
）
を
利
用
し
た
電
子
申
告
を

行
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

▼
申
告
書
の
提
出
・
問
合
せ
先

　

税
務
課
資
産
税
担
当

　
（
内
線
２
３
６
）

入
札
参
加
資
格
審
査
申
請

書
の
受
け
付
け
に
つ
い
て

　

平
成
25
・
26
年
度
の
建
設
工
事
、

測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト
、

業
務
委
託
、
物
品
納
入
等
の
入
札

参
加
資
格
審
査
申
請
を
、
次
の
と

お
り
受
け
付
け
ま
す
。

受
付
期
間

　

２
月
１
日
㈮
～
28
日
㈭

　

午
前
９
時
～
午
後
４
時
30
分

※
た
だ
し
、
土
・
日
・
祝
日
を
除
く

有
効
期
間

　

平
成
25
・
26
年
度

　
（
平
成
25
年
４
月
１
日
～
平
成

　

27
年
３
月
31
日
の
２
年
間
）

提
出
書
類　

　

そ
れ
ぞ
れ
の
入
札
区
分
で
指
定

さ
れ
た
様
式
お
よ
び
添
付
書
類
を

Ａ
４
縦
フ
ァ
イ
ル
（
色
な
ど
は
自

由
）
に
と
じ
、フ
ァ
イ
ル
の
表
紙
・

背
表
紙
に
会
社
名
を
明
記
の
う
え

提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

・
建
設
工
事　

市
の
指
定
様
式
ま

　

た
は
国
土
交
通
省
・
富
山
県
の

　

指
定
様
式
に
準
じ
た
も
の

・
測
量
・
建
設
コ
ン
サ
ル
タ
ン
ト

　

国
土
交
通
省
・
富
山
県
の
指
定

　

様
式

・
業
務
委
託
、
物
品
納
入
等

　

市
の
指
定
様
式

※�

詳
し
い
申
請
要
領
お
よ
び
市
の

指
定
様
式
は
、
市
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
で
公
開
し
て
い
ま
す
の

で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

提
出
方
法

　

持
参
ま
た
は
郵
送
（
郵
送
の
場

　

合
は
２
月
25
日
㈪
必
着
。
イ
ン

　

タ
ー
ネ
ッ
ト
申
請
は
不
可
。）

▼�

提
出
・
問
合
せ
先

　

財
政
課（
内
線
２
６
３・２
６
４
）

◦
建
物
の
内
容
（
用
途
、
構
造
、

　

面
積
、
取
り
壊
し
月
日
な
ど
）

▼
問
合
せ
・
連
絡
先

　

税
務
課

　

資
産
税
担
当

　
（
内
線
２
３
６
）

「
優
良
運
転
者
表
彰
」

の
申
請
に
つ
い
て

　

滑
川
市
交
通
安
全
協
会
で
は
、

長
年
無
事
故
無
違
反
の
優
良
運
転

者
を
表
彰
し
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
広
報
と
一
緒
に
配
布
さ
れ
る

案
内
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先　

　

滑
川
市
交
通
安
全
協
会

　
（
☎
４
７
５
‐
７
８
２
９
）

　

生
活
環
境
課
（
内
線
３
３
３
）

　当施設は平成６年に開設し１８年が経過し、今般、滑川市のご協力とご支援のもと改修
工事を実施する運びとなりました。つきましては、平成25年１月30日～３月15日まで
の間、改修工事のため当施設での営業をお休みさせていただきます。何卒、ご理解ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。なお、休館中の各種手続き、お問い合わせは「滑川
市農村研修センター」内臨時事務所（電話:076-476-0711）にて受付いたします。


